
第四号の二書式（第十七条の十四の二関係 （Ａ４））

構造計算によつて建築物の安全性を確かめた旨の証明書

建 築 士 法 第 20条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 、 別 添 の 構 造 計 算 書 に よ つ て 下 記 の 建 築

物の安全性を確かめたことを証明します。

平成 年 月 日

（ ）建築士 （ ）登録第 号

住所

氏名 印

（ ）建築士事務所 （ ）知事登録第 号

所在地

電話 番

委託者 殿

建築物の所在地

建 築 物 の 名 称 及 び

用途

建築面積 ㎡

延べ面積 ㎡

高さ １ 最高の高さ ｍ

２ 最高の軒の高さ ｍ

階数 地上 階 地下 階

構造 造 一部 造

建築物の区分 １ 建築基 準法（ 以下「 法」 とい う ）第 20条第１号に掲。

げる建築物

２ 法第 20条第２号に掲げる建築物

３ 法第 20条第３号に掲げる建築物

４ 法第 20条第４号に掲げる建築物

別 添 の 構 造 計 算 書 １ 建築基 準法施 行令（ 以下 「令 」とい う ）第 81条第１。

に 係 る 構 造 計 算 の 項に定める基準に従つた構造計算

種類 ２ 令第 81条第２項第１号イに規定する構造計算

３ 令第 81条第２項第１号ロに規定する構造計算

４ 令第 81条第２項第２号イに規定する構造計算

５ 令第 81条第３項に定める基準に従った構造計算

６ その他（ ）

別 添 の 構 造 計 算 書 １ 国土交通大臣が定めた方法によるもの

に 係 る 構 造 計 算 の ２ 国土交通大臣の認定を受けたプログラムによるもの

方法

当 該 構 造 計 算 に 用 １ 名称 （ ）

いたプログラム ２ 国土交通大臣の認定 □有 □無

３ 認定番号 （ ）

備考



記入注意 １ こ の 証 明 書 に 構 造 計 算 書 を 添 え 、 こ の 証 明 書 と 当 該 構 造 計 算〔 〕

書に割印を押してください。

２ 構 造 計 算 を 共 同 で 行 つ た 場 合 に お い て は 、 連 名 で 証 明 し て く

ださい。

３ 建 築 物 の 二 以 上 の 部 分 が エ キ ス パ ン シ ョ ン ジ ョ イ ン ト そ の 他

の 相 互 に 応 力 を 伝 え な い 構 造 方 法 の み で 接 し て い る 場 合 に あ つ

て は 、 当 該 建 築 物 の 部 分 ご と に こ の 証 明 書 を 作 成 し 、 設 計 の 委

託者に交付してください。

４ 「 建 築 物 の 区 分 」 の 欄 は 、 該 当 す る も の の 番 号 を ○ で 囲 ん で

ください。

５ 「 別 添 の 構 造 計 算 書 に 係 る 構 造 計 算 の 種 類 」 の 欄 は 、 該 当 す

る も の の 番 号 を ○ で 囲 ん で く だ さ い 「 ６ そ の 他 」 に 該 当 す。

、 。る場合は 具体的な構造計算の方法を併せて記入してください

６ 「 別 添 の 構 造 計 算 書 に 係 る 構 造 計 算 の 方 法 」 の 欄 は 「 別 添、

の 構 造 計 算 書 に 係 る 構 造 計 算 の 種 類 」 の 欄 で １ 又 は ６ の い ず れ

かを選択した場合は記入する必要はありません。

７ 「 当 該 構 造 計 算 に 用 い た プ ロ グ ラ ム 」 の 欄 は 、 プ ロ グ ラ ム を

用 い て 構 造 計 算 を 行 つ た 場 合 に 記 入 し て く だ さ い 。 複 数 の プ ロ

グ ラ ム を 用 い た 場 合 は 、 す べ て の プ ロ グ ラ ム に つ い て 記 入 し て

ください。

８ 次 の ① か ら ③ ま で に 掲 げ る 場 合 に 該 当 す る 場 合 は 「 備 考 」、

の 欄 に 、 そ れ ぞ れ 当 該 ① か ら ③ ま で に 定 め る 事 項 を 記 入 し て く

ださい。

① こ の 証 明 書 に 係 る 建 築 物 の 部 分 に つ い て 構 造 計 算 に よ り そ

の安全性を確かめた場合 その旨及び当該部分

② こ の 証 明 書 に 係 る 建 築 物 の 部 分 に つ い て 他 に 構 造 計 算 に よ

り そ の 安 全 性 を 確 か め た 建 築 士 が い る 場 合 そ の 旨 及 び 当 該

部分

③ こ の 証 明 書 に 係 る 建 築 物 が 法 第 68条 の 10第 １ 項 の 認 定 を 受

け た 型 式 に 適 合 す る 建 築 物 の 部 分 を 有 す る 場 合 そ の 旨 及 び

当該部分

９ ８ ② の 場 合 に あ つ て は 、 当 該 建 築 士 が 交 付 し た 構 造 計 算 に よ

り 安 全 性 を 確 か め た 旨 の 証 明 書 及 び そ れ に 添 付 さ れ た 構 造 計 算

書を、この証明書に添えてください。



第六号書式（第二十条関係 （Ａ４））

（ニ）添付書類

誓約書

登録申請者（営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でそ

の法定代理人及び登録申請者が法人である場合における当該法人の役員を含

む ）が下記のいずれにも該当しないことを誓約します。。

平成 年 月 日

登録申請者の氏名又は名称 印

（署 名）

知事殿

記

１ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

２ 成年被後見人又は被保佐人

３ 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けるこ
こ

とがなくなつた日から５年を経過しない者

４ 建築士法の規定に違反して、又は建築物の建築に関し罪を犯して罰金の

刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつ

た日から５年を経過しない者

５ 建 築 士 法 第 ９ 条 第 １ 項 第 ４ 号 又 は 第 10条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 一 級 建 築

士、二級建築士又は木造建築士の免許を取り消され、その取消しの日から

起算して５年を経過しない者

６ 建築士法第 26条第１項又は第２項の規定により建築士事務所について登

録を取り消され、その取消しの日から起算して５年を経過しない者（当該

登録を取り消された者が法人である場合においては、その取消しの原因と

なつた事実があつた日以前１年内にその法人の役員であつた者でその取消

しの日から起算して５年を経過しないもの）

７ 建築士法第 26条第２項の規定により建築士事務所の閉鎖の命令を受け、

その閉鎖の期間が経過しない者（当該命令を受けた者が法人である場合に

おいては、当該命令の原因となつた事実があつた日以前１年内にその法人

の役員であつた者でその閉鎖の期間が経過しないもの）

８ 建築士事務所を管理する専任の建築士を欠く者

９ 禁錮以上の刑に処せられた者（３に該当する者を除く ）。
こ

10 建築士法の規定に違反して、又は建築物の建築に関し罪を犯して罰金の

刑に処せられた者（４に該当する者を除く ）。

〔記入注意〕１ 登録申請者が法人である場合には、法人の代表者の氏名を

併せて記載してください。

２ ３から７まで、９又は 10のいずれかに該当するときは、該

当事項を抹消し、かつ、上欄にその事実をできるだけ詳細に

記入してください。



第六号の二書式（第二十条の三関係 （Ａ４））

建築士法第 23条の６の規定による

設計等の業務に関する報告書

（第一面）

建築士法第 23条の６の規定により、設計等の業務に関する報告書を提出し

ます。この報告書の記載事項は事実に相違ありません。

知事殿

平成 年 月 日

（ ）建築士事務所 （ ）知事登録第 号

所在地

電話 番

建築士事務所の開設者の氏名又は名称 印

〔記入注意〕建築士事務所の開設者が法人である場合には、法人の代表者の

氏名も併せて記載すること。



（第二面）

建築士事務所の業務の実績

〔記入注意〕

１ 当該事業年度における直近のものから順次記入して下さい。

２ 〔例〕

鉄筋コンクリート造 設 計 及 び 平成

東京都 共同住宅 五階建延 700㎡ 工事監理 19. 2.1

19.10.3

建 築 物 所 在 建築物の用途 構造及び規模 業務内容 期 間

地都道府県



（第三面）

所属建築士名簿

一 級 建 築 士 、 二

級 建 築 士 又 は 木 登 録 を 受 け た 都 道

氏 名 造 建 築 士 の 別 及 登 録 番 号 府 県 名 （ 二 級 建 築

び 管 理 建 築 士 で 士 又 は 木 造 建 築 士

あ る 場 合 に あ つ の場合）

ては、その旨

一級建築士 名

計 二級建築士 名

木造建築士 名



（第四面）

所属建築士の業務の実績

〔記入注意〕

１ 所属建築士の当該事業年度における業務の実績を、当該建築士事務所

におけるものに限つて、直近のものから順次記入して下さい。

２ 〔例〕

鉄筋コンクリート造 設 計 及 平成

国土 太郎 東京都 共同住宅 五階建延 700㎡ び 工 事 19. 2.1

監理 19.10.3

所 属 建 築 建 築 物 所

士の氏名 在 地 都 道 建築物の用途 構造及び規模 業務内容 期 間

府県



（第五面）

管理建築士による意見の概要

〔記入注意〕

当該事業年度における直近のものから順次記入して下さい。

管 理 建 築 士 建 築 士 事 務 所 の 開 設 者 に 対 し て 述 べ ら れ た 当 該 意 見 が 述 べ

の氏名 意見の概要 られた日



第七号様式（第二十二条関係）

名 称

一級

登 録 二級 建築士事務所

木造

（都道府県）知事登録第 号25cm

以上

開 設 者 氏 名

一級

管 理 建 築 士 二級 建築士 氏 名

木造

登 録 の 有 効 期 間 平成 年 月 日から平成 年 月 日まで

40cm以上



第七号の二書式（第二十二条関係 （Ａ４））

建築士法第 24条の５の規定により閲覧に供する書類

（第一面）

建築士事務所の概要

平成 年 月 日現在

建築士 名 称
ふりがな

事務所

所在地

登 録 一級

二級 建築士事務所

木造

（ ）知事登録第 号

開 設 者 氏名又は名称 印

管理建築士 一級

二級 建築士 氏名

木造

（ ）登録第 号

登録の有効期間 平成 年 月 日から平成 年 月 日まで

〔記入注意〕建築士事務所の開設者が法人である場合には、開設者の欄に法

人の代表者の氏名を併せて記載してください。



（第二面）

建築士事務所の業務の実績

平成 年 月 日現在

〔記入注意〕

１ 当該事業年度における直近のものから順次記入して下さい。

２ 〔例〕

東京都 平成

国土 太郎 千 代 田 区 国土マンション 鉄筋コンクリート造 設 計 及 び 19. 2.1

霞ヶ関 共同住宅 五階建延 700㎡ 工事監理 19.10.3

○－○－○

委託者 建 築 物 所 建 築 物 の 名 称 構造及び規模 業務内容 期 間

在地 及び用途



（第三面）

所属建築士名簿

平成 年 月 日現在

一 級 建 築 士 、 二

級 建 築 士 又 は 木 登 録 を 受 け た 都 道

氏 名 造 建 築 士 の 別 及 登 録 番 号 府 県 名 （ 二 級 建 築

び 管 理 建 築 士 で 士 又 は 木 造 建 築 士

あ る 場 合 に あ つ の場合）

ては、その旨

一級建築士 名

計 二級建築士 名

木造建築士 名



（第四面）

所属建築士の業務の実績

平成 年 月 日現在

〔記入注意〕

１ 所属建築士の業務の実績を、直近のものから順次記入して下さい。

２ 〔例〕

国土 太郎 交通 花子 東京都 国土マンション 鉄筋コンクリート造 設 計 及 平成

千 代 田 区 共同住宅 五階建延 700㎡ び 工 事 19. 2.1

霞ヶ関 監理 19.10.3

○－○－○

所 属 建 建 築 物 所 建築物の

築 士 の 委託者 在地 名称及び用途 構造及び規模 業務内容 期 間

氏名


